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はじめに 

 

 市民協働推進課市民相談係では、市民の皆様からの市政に対するご意

見・ご要望等に関すること、身近なご相談に関することの窓口として、そ

の適切な処理・対応に努めています。 

 寄せられたご意見・ご相談等は、身近な生活環境に関するものや、行政

サービスや市の施策、制度に関するもの、近隣関係や家庭内の問題などの

民事に関するものなど、広範囲にわたっています。令和４年度は市政や他

の公共機関などに関するものが１，４５７件、民事に関するものが２０５

件、合計で１，６６２件ありました。 

また、ご意見・ご相談等の方法として、市役所や公民館、コミュニティ

センターなどの市内の公共施設に設置した投書箱によるものは１９８件、

Ｅメールによるものは８６２件ありました。 

さらに、地域からの要請による行政懇談会については、市民の皆様と行

政との重要な接点ととらえ、幅広くそのご意見・ご要望等を把握するため

に実施しており、令和４年度は６回実施しました。 

 この「市民の声」は、令和４年度中に市民協働推進課市民相談係に寄せ

られた、市民の皆様からのご意見・ご要望やご相談の内容等をまとめたも

のです。 

 

令和５年１１月 

 

宇治市総務・市民協働部 

市民協働推進課 

 

 

※ 件数については、一部、受付件数ではなく、ご意見・ご相談等の内容別

集計件数となっています。 
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(内コロナ) ８１

　　全体として６月が最も多く、６月～８月の件数は全体の３１．８％を占めて
　います。
　　行政について最も多い６月は、行政全体の１１．１％です。内訳は「戸籍・
　住民票等」が９件、「し尿・ごみ収集」「生活保護」が、それぞれ８件となっ
　ています。
　　６月の「戸籍・住民票等」の内、「人探し」に関するものが３件、「手数料」
　「住民票等のコンビニ交付」に関するものがそれぞれ２件ずつでした。
　　６月の「し尿・ごみ収集」の内、「ごみの分別」に関するものが５件でした。
　　６月の「生活保護」の内、「生活の相談」に関するものが５件でした。

　　民事について最も多い６月は、民事全体の１５．６％です。内訳は「近隣問
　題」が１１件、「相続問題」が４件、「夫婦・親子等親族問題」が３件などと
　なっています。
　　６月の「近隣問題」の内、季節性を伴うものとして、「騒音問題」が５件、
　「樹木の繁殖」が１件でした。

民　事 ２０５

行　政 １，４５７

合　計 １，６６２

月　計
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（合計１，６６２件）
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来訪　３３６件

電話　１４２件

その他　１件 本庁以外の施設での口頭による相談

市ＨＰ最下段の「お問合せはこちら」リンクか
ら展開する入力フォームページにて入力、送信
された相談

市民の声投書箱（市内２７箇所設置）へ投函さ
れた書面による相談

窓口で手渡された書面による相談、郵送された
手紙による相談

本庁窓口で対面により受付けた相談

電話による相談

受付方法別　相談件数

　※「市民相談係から担当課への案内のみを行った場合」や、「営業に関するも
　　の」等は、受付としてカウントしていません。

文字での相談
１，１８３件

口頭での相談
４７９件

Ｅメール　８６２件

市民の声投書箱
１９８件

文書　１２３件

Ｅメール 51.9%

来訪 20.2%

市民の声投書箱

11.9%

電話 8.5%

文書（窓口手渡し、郵送）

7.4%

その他 0.1%

受付方法別相談比率



年度別・担当部局別件数

　　　　　　年度
　　部門

危機管理室 １５０（　４） ３０（　１） ２０（　１）

市長公室 ７３（　９） ７７（１８） １０３（２５）

政策経営部 ３０（　７） ２７（　５） －

政策企画部 － － ５６（１４）

総務部 １０２（１３） １０８（１５） －

総務・市民協働部 － － ２０７（２７）

産業地域振興部 １７１（１４） １７９（１６） －

産業観光部 － － ９８（２１）

人権環境部 １０１（　３） １２０（　４） １５５（　９）

福祉こども部 　９４（　７） 　１４０（　８） 　１５２（１３）

健康長寿部 １３１（１３） ２１７（１４） １３９（１７）

建設部 １２２（　６） １４９（１７） １３０（１２）

都市整備部 １１７（１６） １２５（１５） １１９（１９）

教育委員会 １３３（１５） １５５（２２） １４９（１７）

上下水道部 ３５（　１） ３４（　２） ２８（　１）

消防本部 １１（　０） １０（　０） １６（　３）

その他の部局 ２２（　５） ２１（　３） １８（　３）

他の公共機関 ６７（　３） ５３（　３） ６２（　４）

公社・各種団体 １０（　２） ６（　０） ５（　０）

民事・その他 ２８０（１０） ２９８（　６） ２０５（１２）

計 １,６４９（１２８）１,７４９（１４９）１,６６２（１９８）

※　表中の(　　）の件数は、投書箱によるもので、内数です。

令和２年度 令和４年度令和３年度
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(市行政)部局別の主な内容件数

　人権環境部に対するご相談等は、市行政の中で２番目に多く、市行政全体
（１，３９０件）の１１．２％を占めています。
　部内で最も多い「し尿・ごみ収集」の内容は、もえるごみやもえないご
み、資源ごみ、リサイクルごみ、臨時ごみなどの分別に関するものの他、放
置ごみや、ごみ収集場所からのごみの盗難に関することなどで、人権環境部
の中の５４．８％を占めています。
　部内では、次に「ハチ・害虫等の駆除」に関するもの、「犬・猫　他」に
関するもの、「男女共同参画」に関するもの、「人権問題」に関するもの、
「振動・騒音・悪臭等」に関するものが続いています。

　総務・市民協働部に対するご意見、ご相談等が市行政の中で最も多く、市
行政全体（１，３９０件）の１４．９％を占めています。
　部内で最も多い「戸籍・住民登録等」は、戸籍や住民票、印鑑証明の発行
手続きなどに関する内容で、海外在住者を含む転出入届や婚姻届に関するも
のも含み、総務・市民協働部の中の２９．５％を占めています。
　部内では、次に「税」に関するもの、「庁舎・管財」に関するもの、「防
犯」に関するもの、「その他」、「町内会・自治会」に関するものが続いて
います。
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犬・猫 他
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し尿・ごみ収集

人権環境部 １５５件



　福祉こども部に対するご相談等は、市行政の中で３番目に多く、市行政全
体（１，３９０件）の１０．９％を占めています。
　部内で最も多い「生活保護」は、受給者の生活に関するものや、近隣トラ
ブル、職員の対応に関する内容が多く、福祉こども部の中の２５．０％を占
めています。
　部内では、次に「健康づくり」に関するもの、「障害福祉」に関するも
の、「保育」に関するもの、「子育て支援・児童福祉」に関するもの、「保
健推進」に関するもの、「ひとり親家庭」に関するものが続いています。

　教育委員会に対するご相談等は、市行政の中で４番目に多く、市行政全体
（１，３９０件）の１０．７％を占めています。
　部局内で最も多い「図書館」は、本の貸し出しや返却に関する内容が多
く、教育委員会の中の２２．１％を占めています。
　部局内では、次に「小学校」に関するもの、「中学校」と「生涯学習セン
ター」に関するもの、「校区・通学路」と「幼稚園」に関するものが続いて
います。
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(市行政) 主な内容件数

　ごみの分別やごみの回収、ごみの不法投棄やごみ置き場での盗難に関する
ものを含む、人権環境部の「し尿・ごみ収集」に関する声が最も多く、市行
政全体（１，３９０件）の６．１％を占めています。
　次に多いのは、住民登録や戸籍、印鑑証明の手続きに関するものを含む、
総務・市民協働部の「戸籍・住民登録等」で４．４％です。
　次に、市長公室の「市職員・人事等」に関するもの、総務・市民協働部の
「税」に関するもの、健康長寿部の「健康づくり」に関するもの、都市整備
部の「公園・緑地・緑化」に関するものが続いています。
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（市行政）相談の一例【総務・市民協働部 市民課】 

 

 

Ｑ：住民票や印鑑証明をコンビニで発行するサービスは、いつ頃、始

まるのですか。 

 

 

Ａ：宇治市では、令和５年度事業として、住民票と印鑑登録証明書の

コンビニ交付を実施する準備をしています。 

令和５年度予算として、コンビニ交付に関する費用を計上し、シ

ステムの構築や機器の導入などコンビニ交付の準備に取り組んで

いく方向で進めています。 

近年、国の施策によりマイナンバーカード普及率も急速に伸びて

いるところでございます。 

今後も状況の変化も見ながら、引き続きコンビニ交付の導入も含

め、サービスの向上に努めてまいります。 

※コンビニ交付事業費は、令和５年度予算に計上。 
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（市行政）相談の一例【人権環境部 プラマーク】 

Ｑ：プラごみは、どのような処分をしていますか。食品が入っていた

容器の場合、水道水で洗ってからプラごみとして出していますが、

洗わずに燃えるごみとして廃棄するほうが、環境に良いのかもと思

ったりします。 

 

Ａ：プラマークについては、国の方針により可能な限りリサイクルす

るよう定められており、回収後の処理方法については２種類ありま

す。 

１つ目は「材料リサイクル」で、ベンチやプランターといったプ

ラスチック製品の原料として再利用されます。２つ目は「ケミカル

リサイクル」で、化学的な処理によって油化やガス化を行うことで、

石炭などの代わりに使用できる燃料として再利用されます。 

どちらの場合も、施設搬入後に選別が必要となりますが、その際

に汚れが混入すると回収したプラマークがリサイクルできなくな

ってしまいます。そのため、汚れを落としてからの排出をお願いし

ています。 

ただし、汚れを落とす際に大量の水や洗剤を使用されますと、水

資源の使用による環境負荷が懸念されるため、軽くすすぐ程度で汚

れが落ちない場合には、もえるごみとしてお出しください。 

        

                        

- 17 - 



 

（市行政）相談の一例【人権環境部 もえないごみ】 

 

Ｑ：スキー板をごみに出したいのですが、どのようにすればよいです

か。また、保冷材は、もえるごみか、もえないごみか、どちらでし

ょうか。 

 

Ａ：宇治市では、スキー板は、もえないごみの日に出していただけれ

ば、回収します。１回の収集で１セット（２枚）まででお願いしま

す。２セット（３枚）以上ある場合は、週を分けてお出しください。

まとめて処分されたい場合は、有料の臨時収集をご利用ください。 

また、保冷材も、もえないごみとしてお出しください。 
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（市行政）相談の一例【教育部 図書館】 

 

Ｑ：宇治市内の図書館を利用したいのですが、遠くてなかなか

行くことができません。図書館に行かなくても本を借りて読む方

法はないでしょうか。 

 

Ａ：宇治市の図書館では、地理的な理由などで図書館を利用しづらい

方へのサービス充実に努めており、市内７カ所の配本所で予約図書

を借りることができるサービスや、市内公共施設等での返却ポスト

の設置などを実施しています。 

なお、図書館に来館せず、２４時間いつでもパソコン、スマート

フォン、タブレット端末を使って電子書籍を借りて読むことができ

る電子図書館サービスもあります。利用には、電子図書館専用の

ID とパスワードが必要になりますので、宇治市図書館の窓口でお

申し込みください。 

また、宇治市在住であれば京都市の図書館が利用できる相互利用

サービスを実施しています。利用にあたっては、京都市図書館の窓

口で京都市の図書館カードを申請してください。 
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(民事・その他) 内容件数

　「近隣問題」が、「民事・その他」の中では最も多く、２６．３％を占め
ました。
　次に多い「その他の問題」は、内容が不明瞭なものや、主訴が不明確なも
のなど、他の種類区分に属さないものです。
　「相続・贈与問題」が３番目に多く１６．１％、「夫婦・親子等親族問
題」が４番目で１５．１％を占めています。
　続いて、「各種契約問題」、「金銭貸借問題」、「医療問題」、「土地家
屋の売買・賃貸借問題」となっています。
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（民事・その他）相談の一例【近隣問題】 

Ｑ：隣家からの、大音量の音楽や大声など騒音がひどく困っています。

また、植木の手入れが長年されておらず、枝が塀を大きく越えて茂

っています。騒音をやめ、枝を切るように指導してもらえませんか。 

 

Ａ：民間の方同士の住宅地の近隣トラブルについて、市役所が指導す

ることはできません。京都弁護士会や京都司法書士会、京都府行政

書士会などへ相談して法律上の知識を得たり、被害を感じている複

数の近隣住民で対策を考えたりすることを提案しています。緊急性、

危険性が高い場合は、宇治警察署へ通報してください。 

 

                      

（民事・その他）相談の一例【相続・贈与問題】 

Ｑ：先日、市内在住の父が他界しました。自宅不動産や預貯金などを

家族が相続するには、どのような手続きがいるのでしょうか。 

 

Ａ：相続手続きには、専門的な法律の知識が必要になります。遺言書、

法定相続人の相続割合、相続放棄、遺産分割協議などの相談は、京

都弁護士会、京都司法書士会、京都府行政書士会などへお問合せく

ださい。また、相続税に関するお問合せ先は宇治税務署、不動産登

記の申請先は京都地方法務局宇治支局になります。預貯金の相続手

続きについては、預金先の金融機関へお尋ねください。 
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令和４年度

連合町内会・
自治会名

懇談会開催日 場　所 関係課名

1
広野地区自治会

連合会
９月７日

市役所８階
大会議室

市民協働推進課
ほか全６課

2
槇島東地区
連合町内会

９月１２日
市役所８階
大会議室

維持課ほか
全８課

3 小倉連合町内会 １０月１２日
市役所８階
大会議室

道路建設課ほか
全１５課

4 莵道自治会 １０月１４日
市役所８階
大会議室

交通政策課ほか
全１２課

5
伊勢田連合
町内会

１１月１４日 伊勢田集会所
治水対策課ほか

全７課

6 炭山区町内会 ２月７日
うじ安心館
大ホール

農林茶業課ほか
全１４課

行政懇談会

※連合町内会・自治会などとの懇談会について、記載しています。
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